第５編　　東証への提出書類
〔３〕適時開示に係る提出書類
開示事項及び開示・記載上の注意
開示資料には、所定の開示事項を掲記し、開示・記載上の注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。

①　少数株主の賛成割合等の開示
	開示事項
	開示・記載上の注意

	○　開示資料の表題
	・　表題は「少数株主の賛成割合等について」とする。

	１．株主総会の開催年月日
	

	２．取締役選任議案（会社提案議案に限る）に対する少数株主の賛成、反対及び棄権の議決権の数、賛成割合
	・　すべての取締役候補者について、氏名及び少数株主の賛成、反対、棄権の議決権の数並びに賛成割合を記載する。
※　「賛成割合」の計算方法（母数や賛成、反対、棄権等の取扱い）については、臨時報告書における取扱いを参考とします。例えば、臨時報告書においては、事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権を集計した結果、議案の可決要件を充足する場合には、出席株主の議決権数の一部を集計しない取扱いが実務上行われています。これを踏まえ、少数株主の賛成割合についても、５０％を超えることが判明している場合には、以下の方法により計算することが考えられます。
	算式　（Ａ÷Ｂ）×１００（％）
算式の符号
　Ａ　少数株主による事前行使分及び集計対象とした当日出席の少数株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数
Ｂ　株主総会に出席した少数株主の議決権の数（株主総会前日までの事前行使分及び当日出席したすべての少数株主分）




	３．少数株主から除外した株主の概要
	・　４０％以上の議決権を保有する大株主について、商号又は名称、上場会社との関係、議決権割合（合算対象分を含む。）を記載する。
・　合算対象分が存在する場合には、合算対象とした株主についても、その概要（商号又は名称、上場会社との関係、議決権割合）がわかるように記載する。
※　合算対象分の議決権割合の記載において、【４０％以上の議決権を保有する大株主の定義について】の①及び②では間接所有分（上場会社が子会社又は関連会社であるとの判定において、会計基準に基づき合算対象となった者の所有分）の議決権割合を記載してください。また、③では合算対象となる者（④⑤）の所有する議決権割合を記載してください。
※　【４０％以上の議決権を保有する大株主の定義について】の④又は⑤について、例えば、主要株主の近親者の個別の氏名や議決権割合の記載が難しい場合には、近親者の続柄及び人数を記載したうえで、合計した議決権割合を記載することも考えられます。
・　【任意で本項目の開示を行うことが適切なケースについて】を踏まえて、任意に合算対象とした株主が存在する場合には、当該株主の議決権割合も合算対象分に含めるとともに、当該株主の概要（商号又は名称、上場会社との関係、議決権割合）がわかるように記載する。

	・　その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項
	

	〔少数株主の５０％を超える賛成票を得られなかった選任議案が存在する場合〕
・　少数株主の反対理由の把握に向けた対応方針
	・　取締役会として、少数株主の反対理由の把握のためにどのような対応を行うか（株主との対話の方針等）を記載する。
※	　少数株主から得られた意見を翌年以降の株主総会に適切に反映することも念頭に、適切なタイミングで対話を実施することが望まれます。
※　賛成割合が５０％超であっても、例えば主要な機関投資家（スチュワードシップ・コードを遵守する機関投資家等）の賛成割合が５０％以下である場合などについては、任意に開示することが適切なケースもあると考えられます。各社の状況や投資家との対話を踏まえ、当該対応の適否を検討してください。






②　少数株主の賛成割合等を踏まえた対応の進捗の開示
	開示事項
	開示・記載上の注意

	○　開示資料の表題
	・　表題は「少数株主の賛成割合等を踏まえた対応の進捗について」とする。

	１．少数株主の反対理由の把握に向けた対応方針の実施状況
	・　取締役会として、少数株主の反対理由の把握のために講じた対応の内容を記載する。
· 株主との対話の実施状況については、対話を実施した株主の概要、時期、対応者等を可能な範囲で具体的に記載してください。

	２．少数株主から得られた反対理由の概要
	・　少数株主から得られた反対理由について、その概要（提起された主要な論点や改善点等）を可能な範囲で具体的に記載する。
	

	３．上記２．を踏まえた追加的な施策の必要性、施策の内容
	・　上記２．を踏まえて、取締役会として追加的な施策を講じるかどうか（講じない場合にはその理由）、施策の内容（実施時期を含む）を記載する。
・　既に追加的な施策を実施している場合には、その実施状況についても記載する。
※	　例えば、少数株主の反対理由が個別の候補者への懸念のみならず、取締役の選任基準やプロセス自体にある場合には、翌年以降の定時株主総会に向けて、取締役の選任基準や選任プロセスの見直しを検討することが考えられます。
※　例えば、少数株主の反対理由が企業価値向上や資本効率の観点から示されている場合には、資本コストや株価を意識した経営をどのように推進していくか、また、現状の経営体制や株主構成が自社の中長期的な企業価値向上の観点から最適であるかについて、あらためて取締役会において検討し、開示することが期待されます。

	・　その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項
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